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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光が入射する入射面と、照明光が出射する出射面と、前記出射面の反対側の対向面と、
前記入射面に形成された半円状の凹部と、を有する導光板と、
　前記対向面に形成された複数のマイクロプリズムと、
　前記凹部に配置された光源と、
　前記出射面の上方に配置され、前記照明光により照明される表示素子と、を備え、
　前記マイクロプリズムは正四角錘の形状であり、該正四角錘の一つの側面が前記光源か
らの光を前記出射面に向けて反射する鏡面であり、
　前記鏡面の底辺が、前記凹部から入射した前記光源の光の光路に対して垂直であり、
　前記表示素子は前記照明光を通過させる複数の開口部を有し、
　前記マイクロプリズムは、前記開口部のそれぞれに対応してマトリックス状に配列され
、
　前記開口部のそれぞれに対応する前記マイクロプリズムの数が同等であることを特徴と
する表示装置。
【請求項２】
　前記複数のマイクロプリズムは、前記開口部のピッチと同等、もしくは１／３以下のピ
ッチとなるように配置されたことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、携帯電話やモバイルコンピュータなどの携帯情報機器に用いられる表示装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話やモバイルコンピュータなどの携帯情報機器に用いられるカラー画像表
示装置としては、小型薄型で低消費電力の液晶表示装置が多用されている。
【０００３】
　液晶表示装置は光源としてバックライトを備えている。バックライトの種類としては、
光源からの光を導光体の側面から入射して、導光板の上面（以下、出射面と称す）から出
射させる、エッジライト方式の照明装置が知られている。光源には冷陰極管や発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）等の点光源を用い、導光板の出射面とは反対側の面（以下、対向面と称す
）には、多数の溝部やドットパターンが形成されている。また、出射面には光を拡散させ
る効果をもつ拡散パターンが形成されていることが多い。導光体の入射面（すなわち、光
源と対向して、光源の光が入射する面）にはプリズムが形成されており、点光源を拡散し
て面光源化する機能を持つ。この導光板の材料として、空気よりも屈折率の高いポリカー
ボネート（ＰＣ）やアクリル（ＰＭＭＡ）などの透明樹脂が使用される。また、導光体の
出射面側には拡散シートやプリズムシートが配置されるような構成が主流である。さらに
、導光体の下部には反射シートが配置される。
【０００４】
　また、ＬＥＤ等の点光源に特化し、かつプリズムシートがなくても機能するように、マ
イクロプリズムアレイを使用した導光板の開発も進んでいる。（例えば特許文献１）
【特許文献１】特開２００７－２８０９５２号公報（図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のバックライトの構成では、プリズムシートを使用するため厚み、輝度効率、コス
ト、の限界が生じていた。特許文献１により提案されているマイクロプリズムアレイ方式
のバックライトの場合、四角錘形拡散パターンが基本的に同じ方向を向いているため、点
光源の光を十分活用しているとは言いがたい。輝度効率において、プリズムシートを使用
した場合と比較して、ほぼ同等程度のレベルであり、バックライトの光源からの光の利用
効率の非常に低い照明装置となってしまう。
【０００６】
　更に、従来のマイクロプリズムアレイ方式の場合、ひとつの点光源にしか対応しておら
ず、光源を二つ以上に増やすことができなかった。
【０００７】
　また、プリズムシートを使用しない構成の場合、液晶パネルを載せた場合に、モワレ（
干渉）が発生しやすいという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の照明装置および表示装置は、光源と、光源からの光
が入射する入射面と、照明光を出射する出射面と、出射面の反対側の対向面とを有する導
光体を備える照明装置とこの照明装置の出射面上に表示素子を備える表示装置であって、
対向面上にピラミッド形状のマイクロプリズムを液晶パネルの開口部と重なるエリアに最
低でも２個以上配置した。また、入射面には半円形状の凹部からなる入光部が設けられて
おり、入光部からの光を高効率で出射できるように、マイクロプリズムの配置角度を最適
化した。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によって、光源の光利用効率が非常に高く安価で薄型な照明装置が実現でき、か
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つ液晶パネルと組み合わせた場合に、モワレが発生しない表示装置を実現できた。また、
複数の光源に対応することが可能となった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　点光源と導光板を用いた照明装置において、導光板の対向面に複数の正四角錘のマイク
ロプリズムを形成し、光源とマイクロプリズムを結んだ直線を光路とした場合に、この光
路に対してマイクロプリズムの鏡面の底辺が９０度の角度になるようにマイクロプリズム
を配置した。このような構成により、光源から導光板に入射した光がマイクロプリズムに
あたって導光板の出光面からの出射する際に、光の利用効率を最もあげることができる。
マイクロプリズムは導光板の対向面に凹形状で形成され、高さが１～１０μｍ、低角が４
０～５０度であることが望ましい。
【００１１】
　さらに、導光板の出射面に入射面と垂直になるように縦プリズムを形成することで、プ
リズムシートを利用することなく、照明装置の輝線を消すことができる。また、ブラスト
工法等で出射面を部分的もしくは全面を荒らしたり、印刷工法等で拡散層を形成したりし
ても縦プリズムと同様に輝線軽減の効果が得られる。
【００１２】
　また、入射面に光源に対応した半円形状の凹部からなる入光部を設け、マイクロプリズ
ムを鏡面の底辺が入光部からの光の光路に対して垂直になるように配置した。このように
配置することにより、入光部の形状によって光の光路が異なってもマイクロプリズムの鏡
面に光源からの光を垂直に照射することができ、光の利用効率を最もあげることができる
。
【００１３】
　また、光源を複数設け、これらのいずれかの光源からの光路に対して鏡面が垂直になる
ようにマイクロプリズムを配置した。
【００１４】
　また、本発明の照明装置の出射面の上方に配置され、照明装置により照明される表示素
子を備える表示装置において、照明光を通過させる領域を表示素子の開口部とした場合に
、マイクロプリズムのピッチを表示素子の開口部のピッチと同等、もしくは１／３以下に
なるように配置した。このようにピッチをマトリックスで配列することにより、表示素子
の各開口部、つまり液晶パネルの各ドットピッチに対応するマイクロプリズムの数の差を
なくし、液晶パネルのドット間の輝度差を解消してモワレや干渉縞を防止することができ
る。
【００１５】
　以下に本発明の表示装置に関して、図面を用いて具体的に説明する。
【実施例１】
【００１６】
　本実施例の表示装置を図１から図５を用いて説明する。
【００１７】
　図１に本実施例の照明装置の正面構成を模式的に示す。本実施例ではバックライトの光
源１として白色ＬＥＤパッケージを用いている。白色ＬＥＤパッケージは青色ＬＥＤに黄
色の蛍光体をポッティングしたタイプである。光源１の前方に、光源１から出射した光を
導光する導光板２が配置されている。本実施例では、光源１は点光源であり、サイドビュ
ータイプの白色ＬＥＤを想定しているが、トップビューでも砲弾型でも白色以外の色であ
ってもかまわない。導光板２はゼオノア、ＰＭＭＡ、ＰＣ等の透明樹脂の成形品である。
光源１からの光は、透明な導光板２の内部を伝播して、上表面である光出射面から表示素
子に照射される。導光板２の入射面に対向して光源1が配置されている。
【００１８】
　導光板２の光出射面と反対の対向面側に無数のマイクロプリズム４が配置されている。
マイクロプリズム４は正四角錐のピラミッド形状になっており、光源１からの光を反射す
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る鏡面を備えている。本発明の実施例においては正四角錘の４つの側面のうち、光源１か
らの光を反射する面を鏡面とする。マイクロプリズム４は正面から見ると鏡面の向きが場
所によって異なるように配置されている。マイクロプリズム4の鏡面の底辺は、光源１と
それぞれのマイクロプリズム４を結ぶ直線を光路３とすると、光路３に対して、おおよそ
９０度になるように配置されている。そのように配置することで、光源１から入射した光
がマイクロプリズム４にあたって導光板出光面から出射する際に光の利用効率を最も高く
することができる。
【００１９】
　図２にマイクロプリズム４の斜視構成を示す。（ａ）が本発明のマイクロプリズム４で
ある。図示するようにマイクロプリズム４は正四角錐であり、高さは１～１０μｍ程度で
ある。底辺と頂点を結ぶ直線と底面の角度は４０～６０度程度である。（ｂ）は従来技術
の一例であるが、長方形を底面とする五面体である。（ｂ）のような形状では、パターン
を小さくすることが難しい。射出成形でマイクロプリズムを形成する場合、小さくても１
μｍ程度が限界である。（ａ）のような正四角錐形状とすることによって、パターンを小
さくすることができるため、設計の自由度が広がり、後述するモワレ対策等の実施が容易
となる。
【００２０】
　図３に本実施例の照明装置の断面図を示す。光源１からの光は導光板２に入射し、マイ
クロプリズム４の鏡面に当たって出射面から出射する。マイクロプリズム４は導光板２の
対向面に対して凹パターンで形成される。マイクロプリズム４に当たった光は、その全て
が鏡面で反射して出射面から出射するわけではなく、一部の光はマイクロプリズム４を透
過して鏡面の対向面にあたり、屈折しながら再度導光板２に入射する。その際に鏡面の対
向面と底面とが形成する角度が鏡面と底面が形成する角度と同じになることが好ましい。
本実施例では、マイクロプリズムが正四角錐であるため、鏡面と底面、また鏡面の対向面
が形成する角度は同じとなり、おおよそ４５度である。
【００２１】
　図４に本実施例による照明装置の斜視構成を模式的に示す。光源１から導光板２に入射
した光は、導光板２内部を導波し、前述のマイクロプリズム４の鏡面で反射されて出射す
る。この出射面には複数の縦プリズムが導光板２の長手方向に平行に形成されている。縦
プリズムは導光板２の入射面に対して垂直に形成されている。縦プリズムの頂角の角度は
１２０～１７０度程度である。モワレ防止のためピッチは細かいほど好ましいが、製法の
限界上１５～１００μｍ程度となる。本発明のようにプリズムシートを使用しない構成の
バックライトでは、光源１から直線状にどの角度からも見える光線と呼ばれる現象が発生
しやすい。縦プリズムを配置することで、輝線の発生を軽減することが可能である。また
、縦プリズムではなく、ブラスト工法等で出射面を部分的もしくは全面を荒らしたり、印
刷工法等で拡散層を形成したりしても縦プリズムと同様に輝線軽減の効果が得られる。
【００２２】
　図５に本実施例の表示装置の斜視構成を模式的に示す。図示するように、液晶パネル１
６は、ガラス基板５ａと対向基板５ｂの間隙に液晶層８が封入された構成である。ガラス
基板５ａには下ＩＴＯ７ａとＴＦＴエリア６が形成されており、その上に更に下配向膜９
ａが形成されている。一方、対向する対向基板５ｂ上には赤色カラーフィルター１０Ｒと
緑色カラーフィルター１０Ｇと青色カラーフィルター１０Ｂが形成されている。これらカ
ラーフィルター層の間隙にはブラックマトリックス１１が形成されている。赤色カラーフ
ィルター１０Ｒと緑色カラーフィルター１０Ｇと青色カラーフィルター１０Ｂとブラック
マトリックス１１の形成領域は、平坦化層１４によって平坦化されている。平坦化層１４
の上には、下ＩＴＯ７ａに対向して画素電極を形成する上ＩＴＯ７ｂが設けられている。
そして、これらの上ＩＴＯ７ｂの上にも上配向膜９ｂが形成されている。このような表面
構造のガラス基板５ａと対向基板５ｂは、成膜面が向き合うようにしてスペーサ１２を介
して所定の間隙で接合されている。図示されていないが、この間隙を形成するために、ス
ペーサの内部や、基板間に所定の粒径を持ったビーズを散布する場合が多い。そして、こ
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の基板間隙に液晶層８が封入されている。この液晶層８の液晶分子の初期配向は、上下配
向膜９ａ、９ｂによって規制されている。ガラス基板５ａ上には下偏光板４ａ，対向基板
５ｂ上には上偏光板４ｂが配置されている。液晶パネル１３の画素領域には、ブラックマ
トリックス１１とＴＦＴエリア６と重なる表示の無効な領域と、表示の有効な領域が設け
られており、本発明では、この表示の有効な領域を開口部とする。なお、この開口部は液
晶パネル１３上の各ドットに対応している。
【００２３】
　各開口部は、マイクロプリズム４によって反射された光源１からの光によって照明され
る。そのため、各開口部に対応するマイクロプリズムの数に差が生じると、液晶パネルの
ドット間の輝度差が発生する。この輝度差は開口部のピッチ（液晶パネルのドットピッチ
）と導光板２の隣接するマイクロプリズム４の配列ピッチが異なることからも生じる。こ
の輝度差が著しいと、モワレや干渉縞と呼ばれる現象が発生する。そのため、各開口部に
対応するマイクロプリズムの数を同等にすることが望ましい。また、隣接するマイクロプ
リズム４の中心のピッチを液晶パネル１６のドットピッチとまったく同じ、もしくは液晶
パネル１６のドットピッチの１/３以下としてもよい。このような配列をマトリックスで
実施することで、液晶パネルのドット間の輝度差を緩和しモワレの発生を防止することが
できる。
【００２４】
　さらに、光拡散シートを導光板と液晶素子の間に設けてもよい。光拡散シートは表面に
微細な凹凸形状が形成されたり、ビーズが塗布されたりしており、これによって光を拡散
する作用を備えている。
【実施例２】
【００２５】
　図６に本実施例における導光板２を模式的に示す正面図を記す。実施例１と異なる点は
、導光板２の入光部の形状である。導光板２の入射面に光源１に対応するように半円状の
凹部を設けており、この凹部が入光部となる。本実施例のように入光部が半円形状の凹部
の場合、光源１からの光は半円形状の入光部で屈折して導光板２へ入射するため、光路が
実施例１と異なる。従って、マイクロプリズム４の最適な配置が実施例１とは異なってく
る。
【００２６】
　（ａ）の入光部は、半円の先端を尖らせたような形状で、（ｂ）の入光部は半円の先端
をへこませたような形状となっている。光路３ａおよび光路３ｂはそれぞれ入光部から垂
直に延ばした直線である。（ａ）と（ｂ）では入光部の半円形状が異なり光の屈折率が違
うため、光路３ａと光路３ｂでは、光の方向が異なる。（ａ）と（ｂ）の導光板２にはマ
イクロプリズム４がそれぞれ同じ配列で配置されている。（ｂ）と比較すると（ａ）の方
が光源１からの光がより多くのプリズム４の鏡面にあたっている。このように入光部の形
状により光源からの光の方向が変わるため、導光板２のマイクロプリズムの配置はマイク
ロプリズム４の鏡面に光源１からの光があたるように変える必要がある。（ａ）の場合は
光路３ａに対して、（ｂ）の場合は光路３ｂに対して鏡面の底辺が９０度になるようにマ
イクロプリズム４を配置すると光の利用効率を最も上げることができる。つまり、本実施
例のように入光部が半円形状の場合は、入光部の半円から垂直に延ばした直線を光路とす
ると、光路に対して、マイクロプリズムの鏡面の底辺がおおよそ９０度になるようにマイ
クロプリズム４を配置する。
【実施例３】
【００２７】
　図７に本実施例における導光板２を模式的に示す正面図を記す。実施例１、及び２と異
なる点は、光源１の数量とマイクロプリズム４の配置方法である。本実施例では、導光板
２の入射面に対して、光源１ｃと光源１ｄが配置してある。導光板２上にはマイクロプリ
ズム４ｃ及び、４ｄが配置されている。マイクロプリズム４ｃとマイクロプリズム４ｄは
それぞれ光源１ｃと光源１ｄに対応したマイクロプリズムである。マイクロプリズム４ｃ
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と４ｄは交互に配列されている。光源１ｃとマイクロプリズム４ｃを結んだ光路３ｃに対
してマイクロプリズム４ｃの鏡面の底辺がおおよそ９０度になるように配置した。また、
光源１ｄとマイクロプリズム４ｄを結んだ光路３ｄに対してマイクロプリズム４ｄの鏡面
の底辺がおおよそ９０度になるように配置した。このようにマイクロプリズムを配置する
ことにより、光源からの光の利用効率を高めることができる。本実施例では、光源の数は
２つであるが、３つ以上の場合においてもそれぞれの光源に対応するマイクロプリズムを
、各光路に対して鏡面の底辺がおおよそ９０度になるように配置すれば本実施例と同等の
機能を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による照明装置の構成を模式的に示す正面図である。
【図２】本発明による照明装置の構成を模式的に示す斜視図である。
【図３】本発明による照明装置のプリズムを模式的に示す斜視図である。
【図４】本発明による照明装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図５】本発明による表示装置の構成を模式的に示す断面図である。
【図６】本発明による照明装置の構成を模式的に示す正面図である。
【図７】本発明による照明装置の構成を模式的に示す正面図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　光源
　２　導光板
　３　光路
　４　マイクロプリズム
　５ａ　ガラス基板
　５ｂ　対向基板
　６　ＴＦＴエリア
　７ａ　下ＩＴＯ
　７ｂ　上ＩＴＯ
　８　液晶層
　９配光膜
　１０Ｒ　赤色カラーフィルター
　１０Ｇ　緑色カラーフィルター
　１０Ｂ　青色カラーフィルター
　１１　ブラックマトリックス
　１２　スペーサ
　１３ａ　下偏光板
　１３ｂ　上偏光板
　１４　平坦化層
　１５　反射シート
　１６　液晶パネル
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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